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都市計画法第 34 条第 12 号の規定による開発許可等の基準を定める条例に係る審査基準 新旧対照表 
新 旧 

１～２ （略） 
 
３ 審査基準 － 第２条各号の共通事項（第２条の適用範囲） 
《１》条例第２条の「都市計画法施行令第 29 条の９第１号から第６号までに

掲げる区域及び同条第７号（政令第８条第１項第２号ロに掲げる土地の
区域に係る部分に限る。）に掲げる区域のうち知事が別に定める区域」と
は、次表に掲げる区域をいう。 

 

区 域（注１） 根拠法等 
政令第 29 条の９ 

該当号 

災
害
リ
ス
ク
の
高
い
エ
リ
ア 

区
域
Ａ
（
注
２
） 

災害危険区域（注
３） 

建築基準法第 39 条第
１項 

第１号 

地すべり防止区域 
地すべり等防止法第
３条第１項 

第２号 

急傾斜地崩壊危険
区域 

急傾斜地の崩壊によ
る災害の防止に関す
る法律第３条第１項 

第３号 

土砂災害特別警戒
区域 

土砂災害警戒区域等
における土砂災害防
止対策の推進に関す
る法律第９条第１項 

第４号 

浸水被害防止区域
（注３） 

特定都市河川浸水被
害対策法第 56条第１
項 

第５号 

区
域
Ｂ
（
注
２
） 

土砂災害警戒区域 

土砂災害警戒区域等
における土砂災害防
止対策の推進に関す
る法律第７条第１項 

第４号 

洪水浸水想定区域 水防法第 14 条第１項 第６号 

高潮浸水想定区域 
水防法第 14 条の３第
１項 

第６号 

家屋倒壊等氾濫想
定区域（氾濫流、
河岸浸食、越波） 

「洪水浸水想定区域
図作成マニュアル」、
「高潮浸水想定区域
図作成の手引き」 

第７号 

１～２ （略） 
 

（新規） 
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新 旧 

津波災害警戒区域 
津波防災地域づくり
に関する法律第 53条
第１項 

第７号 

その他の浸水想
定の区域 

市町村が作成したハ
ザードマップに示さ
れた浸水想定（洪水・
高潮・津波） 

第７号 

 
注１ 表に掲げる区域の指定状況は、許可申請日の時点において作成

されている最新の各区域図（ハザードマップ等）により確認する
こと。 

注２ 災害リスクの高いエリアを次のとおり区分する。 
区域Ａ  建築基準法等の個別の法律において、住宅等の建築

や開発行為等の規制がある区域 
区域Ｂ  建築や開発行為等の規制はかかっていないものの、

区域内の避難体制の整備等を求めている区域 
注３ 令和８年４月１日時点において、県所管区域に区域指定はない。 

 
《２》「災害の防止その他の事情を考慮して安全上又は避難上支障がないと

認められる区域」とは、開発区域に区域Ａを含む場合は次表の要件１及
び要件２を、区域Ｂを含む場合は次表の要件１を満たすものをいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 「防災行動計画又は避難確保計画が作成されていること」の確認は、
本申請時に添付する申告書【参考様式１の１参照】によって行う。 

※２ 開発許可申請時に居住者又は使用者（以下「居住者等」という。）
が決定していない場合には、居住者等が決定した際に、防災行動計
画の作成が必要であることを申請者が居住者等に対し、説明するこ
とについて確約する旨を申告書【参考様式１の１参照】で確認する

要件１ 
当該開発区域内の予定建築物についての防災行動計
画（注４）又は避難確保計画（注５）が作成されてい
ることが確認できる。 

要件２ 

次の（イ）又は（ロ）のいずれかに該当する。 
（イ） 区域Ａのうちその指定が解除されることが決

定している又は解除されることが確実と見込
まれる。 

（ロ） 自己の居住の用に供する住宅の用に供する目
的で行う開発行為である。 
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新 旧 
こと。 

 
  注４ 防災行動計画： 災害が起きそうな時に自分自身がとる防災

行動を整理するもので、該当する区域に応じ
て、避難が必要なタイミングや避難場所等に
ついて確実に把握し、適切な避難行動がとれ
るようにするためのもの。 

             防災行動計画は、各市町のホームページ等
に掲載しているマイ・タイムラインの作成シ
ートを参照すること。（書式は任意。市町にお
いて作成シートが掲載されていない場合は、
近隣の自治体のものを準用してよい。） 

 
注５ 避難確保計画： 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、

医療施設その他の主として防災上の配慮を要
する方々が利用する施設）について水防法、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律及び津波防災地域づく
りに関する法律に基づき作成する計画 

 
 

４ 審査基準 － 第２条第１号（農家分家） 
《１》「直系血族又は配偶者」とは、民法に規定する親族の範囲内の直系血

族とその配偶者をいう。 
《２》～《７》 （略） 
《８》 

※１ （略） 
※２ 対象土地と、交換農地の取扱いに基づいた農業委員会あっせんの

交換により取得した土地、任意の交換により取得した土地（農業振
興地域の整備に関する法律第６条の規定により指定された農業振興
地域内の農地であって、農業委員会の証明があるものに限る。）又は
公共事業のため公共団体等のあっせんにより代替取得した土地であ
るときは、当該土地を対象土地とみなす。 

（イ）～（ロ） （略） 
（ハ） 「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様

式１の２参照】（収入印紙及び実印のあるもの）の提出を求め（原
本は許可書に、写しを申請書にそれぞれ添付）、その記載事実によ
り確認すること。 

（ニ） （略） 
《９》 （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
３ 審査基準 － 第２条第１号（農家分家） 
《１》ここでいう直系血族はその配偶者を含む。 
 
《２》～《７》 （略） 
《８》 

※１ （略） 
※２ 対象土地と、交換農地の取扱いに基づいた農業委員会あっせんの

交換により取得した土地、任意の交換により取得した土地（農業振
興地域の整備に関する法律第６条の規定により指定された農業振興
地域内の農地であって、農業委員会の証明があるものに限る。）又は
公共事業のため公共団体等のあっせんにより代替取得した土地であ
るときは、当該土地を対象土地とみなす。 

（イ）～（ロ） （略） 
（ハ） 「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様

式１  参照】（収入印紙及び実印のあるもの）の提出を求め（原
本は許可書に、写しを申請書にそれぞれ添付）、その記載事実によ
り確認すること。 

（ニ） （略） 
《９》 （略） 



4 
 

新 旧 
 
５ 審査基準 － 第２条第２号（次世代分家） 
《１》～《４》 （略） 
《５》 

※１～※２ （略） 
※３ 農家に属する土地所有者から直接に相続した土地、贈与された土

地、使用貸借した土地は含まない。 
（イ）～（ロ） （略） 
（ハ） 「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様

式１の２参照】（収入印紙及び実印のあるもの）の提出を求め（原
本は許可書に、写しを申請書にそれぞれ添付）、その記載事実によ
り確認すること。 

（ニ） （略） 
《６》 （略） 

 
 
６ 審査基準 － 第２条第３号（収用移転） 
《１》～《５》 （略） 

 
７ 審査基準 － 第２条第４号（増築・改築） 
《１》～《７》 （略） 

 
８ 審査基準 － 第２条第５号（既存宅地） 
《１》～《７》 （略） 
 

９ 条例第４条は開発行為について規定した第２条の各号を建築行為につい
て準用する規定で、「開発区域」は「敷地」と読み替える。 

 
10 審査基準 － 第４条 
《１》条例第４条の「都市計画法施行令第 29 条の９第１号から第６号までに

掲げる区域及び同条第７号（政令第８条第１項第２号ロに掲げる土地の
区域に係る部分に限る。）に掲げる区域のうち知事が別に定める区域」
とは、「３ 審査基準《１》の表」の区域をいう。 

《２》「災害の防止その他の事情を考慮して安全上又は避難上支障がないと
認められる区域」とは、「３ 審査基準《２》」を準用する。 
「３ 審査基準《２》の表の（ロ）」の「自己の居住の用に供する住宅
の用に供する目的で行う開発行為」は、「自己の居住の用に供する住宅」
と読み替える。 

 
11 附則２は経過措置として、条例の施行日前に法による開発許可を受けて

 
４ 審査基準 － 第２条第２号（次世代分家） 
《１》～《４》 （略） 
《５》 

※１～※２ （略） 
※３ 農家に属する土地所有者から直接に相続した土地、贈与された土

地、使用貸借した土地は含まない。 
（イ）～（ロ） （略） 
（ハ） 「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様

式１  参照】（収入印紙及び実印のあるもの）の提出を求め（原
本は許可書に、写しを申請書にそれぞれ添付）、その記載事実によ
り確認すること。 

（ニ） （略） 
《６》 （略） 
 
 

５ 審査基準 － 第２条第３号（収用移転） 
《１》～《５》 （略） 

 
６ 審査基準 － 第２条第４号（増築・改築） 
《１》～《７》 （略） 

 
７ 審査基準 － 第２条第５号（既存宅地） 
《１》～《７》 （略） 

 
８       開発行為について規定した第２条の各号を建築行為につい

て準用する規定で、「開発区域」は「敷地」と読み替える。 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９ 附則２は経過措置として、条例の施行日前に法による開発許可を受けて
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新 旧 
条例第２条第１号に掲げる基準に該当する場合も、条例第２条第２号の対
象になることを規定している。 
 

12 附則３は経過措置として、条例の施行日前に施行令による建築許可を受
けて条例第２条第１号に掲げる基準に該当する場合も、条例第２条第２号
の対象になることを規定している。 
 

13 附則４は経過措置として、宅地確認を受けて建築されたものについては
法第３章第１節の規定による許可を受けて建築されたものとして条例第２
条第４号の対象になることを規定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条例第２条第１号に掲げる基準に該当する場合も、条例第２条第２号の対
象になることを規定している。 
 

10 附則３は経過措置として、条例の施行日前に施行令による建築許可を受
けて条例第２条第１号に掲げる基準に該当する場合も、条例第２条第２号
の対象になることを規定している。 
 

11 附則４は経過措置として、宅地確認を受けて建築されたものについては
法第３章第１節の規定による許可を受けて建築されたものとして条例第２
条第４号の対象になることを規定している。 
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新 旧 
【参考様式１の１】 

 
防災行動計画の作成等していることの申告書 

 

     年  月  日 
神奈川県   土木事務所長 殿                   
 

申請者 住  所          
氏  名        

 
当該申請区域は、都市計画法施行令第 29 条の９第１号から第６号までに掲げる区域・同条第７号（政令第８

条第１項第２号ロに掲げる土地に係る部分に限る。）に掲げる区域のうち知事が別に定める区域であるため、次

の内容について申告します。 

 
【１申請区域に含まれる地域の名称又は土地の所在及び地番】 
 
【２予定建築物の用途】 
 
【３災害リスクの高いエリア】 

 ※該当する区域の全てを□にレ点を付けてください。 

※家屋倒壊等氾濫想定区域及びその他の浸水想定の区域については、（ ）内の該当する項目に〇を付けてく 
ださい。 

□ 災害危険区域 
□ 地すべり防止区域 
□ 急傾斜地崩壊危険区域 
□ 土砂災害特別警戒区域 
□ 浸水被害防止区域 
□ 土砂災害警戒区域 
□ 洪水浸水想定区域 
□ 高潮浸水想定区域 
□ 家屋倒壊等氾濫想定区域（ 氾濫流 ・ 河岸浸食 ・ 越波 ） 
□ 津波災害警戒区域 
□ その他の浸水想定の区域（ 洪水 ・ 高潮 ・ 津波 ） 

 

【４開発行為又は建築行為の目的】 

□ 自己の居住の用に供するもの 

□ 住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するもの 

□ その他のもの 

  

【５防災行動計画の作成等】 

（居住者又は使用者が決定している場合） 

□ 該当する区域に対応する（ 防災行動計画 ・ 避難確保計画 ）を作成しました。 

  （防災行動計画のほか、要配慮者利用施設の場合に作成した避難確保計画でも可） 

□ 防災行動計画は必要に応じて適宜見直します。 

  （居住者又は使用者が未定な場合） 
□ 居住者又は使用者が決定した際には、防災行動計画の作成が必要な旨を確実に説明します。 
 

備考 １ 本申請時には開発区域等に該当する災害リスクの高いエリアが含まれていることが分かるよう、ハザ

ードマップ等に申請地を明示した書類を添付してください。 

２ 防災行動計画は、各市町のホームページ等に掲載しているマイ・タイムラインの作成シートを参照し

てください。（書式は任意で、提出は不要） 

 

（新規） 
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新 旧 
【参考様式１の２】 

（略） 
【参考様式１  】 

（略） 

 


